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鉄道事業法

１．案内情報
① 手続名 ： 事業の休廃止の許可

② 手続根拠 ： 鉄道事業法第２６条（鉄道事業法第２８条第１項準用）

③ 手続対象者 ： 軌道事業を経営しようとする者又は軌道事業を経営して
いる者

④ 提出時期 ： 軌道事業の特許申請をする時、変更しようとする時等
⑤ 提出方法 ： 国土交通省令で定める書類等を所轄の地方運輸局鉄道部監

理課へ提出して下さい。
⑥ 手数料 ： なし
⑦ 添付書類・部数 ： 国土交通省令で定める書類及び図面
⑧ 申請書様式 ： 特許申請書
⑨ 記載要領・記載例 ： 国土交通省鉄道局又は提出先となる各地方運輸局鉄道部

監理課にお問い合わせ下さい。

２．窓口情報
① 提出先：

国土交通省鉄道局幹線鉄道課・都市鉄道課
０３－５２５３－８１１１（内線４０３３３、４０４５３）

北海道運輸局鉄道部監理課 ０１１－２９０－２７３１（直通）
東北運輸局鉄道局監理課 ０２２－２９９－８８６６（直通）
新潟運輸局鉄道局監理課 ０２５－２４４－６１１７（直通）
関東運輸局鉄道部監理課 ０４５－２１１－７２３９（直通）
中部運輸局鉄道部監理課 ０５２－９５２－８０３０（直通）
近畿運輸局鉄道部監理課 ０６－６９４９－６４３９（直通）
中国運輸局鉄道部監理課 ０８２－２２８－８７９７（直通）
四国運輸局鉄道部監理課 ０８７－８３５－６３５９（直通）
九州運輸局鉄道部監理課 ０９２－４７２－４０５１（直通）
沖縄総合事務局運輸部陸運第二課 ０９８－８６２－１４５３（直通）

② 受付時間：提出先にお問い合わせ下さい。
③ 相談窓口：国土交通省鉄道局又は提出先となる各地方運輸局鉄道部監理課にお問

い合わせ下さい。

３．手続情報
①審査基準 ：輸送需要に照らし交通体系全体として適切であるか、経営上及び輸

送の安全上適切なものであるか、事業を遂行する能力を有するか、
道路管理上支障がないか等
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②標準処理期間：ａは８箇月（ただし本省での標準処理期間は２箇月～５箇月 、）
ｂは１箇月、ｃｄｅｇｈは２箇月

③不服申立方法： 行政不服審査法の規定による）（


